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あなたの事業所の形態は？ 事業所防災計画の作成要領 
消防署への

届出の要否 

一 般 

事業所 

防火（防災）管理者の

選任が必要な事業所 

防火（防災）管理に係る消防計画 

の中に含めて作成します。 
必要 

上記以外の事業所 

（小規模事業所） 

単独に事業所防災計画を作成しま

す。 
不要 

危険物施

設を有す

る事業所 

予防規程の作成が 

必要な危険物施設 
予防規程の中に含めて作成します。 必要 

予防規程の作成が 

不要な危険物施設 

単独に事業所防災計画を作成しま

す。 
不要 

防災対策上重要な施設として知事が指

定する施設を管理する事業所（都市ガ

ス・電気・鉄道・道路・通信事業者） 

指定公共機関として事業所防災計画

に指定すべき事項を定める。 
必要 

 

東京都内のすべての事業所は、東京都震災対策条例に基づき、事業所単位で防災計画

を作成しなければなりません。 

この事業所防災計画は、 

１「震災に備えての事前計画」 

２「震災時の活動計画」 

３「施設再開までの復旧計画」 

の３つを定める必要があり、以下の表に応じて作成します。 

 

事業所防災計画の作成 

事業所防災計画とは？ 

 
 

事業所防災計画の具体的な作成要領 
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はじめに 

１ 地震による災害から生命及び財産を守るためには、 

① 自らの生命は自らが守るという「自助の考え方」 

② 自分たちのまちは自分たちで守るという「共助の考え方」 

の二つを理解し、常日頃からの地震への備えが必要です。 

２ 事業所には、地震時の影響を最小限に抑えるために、それぞれの立場で出火防

止等に最大限の努力を払い、また、従業員の安否確認、保護を図りながら、早期

に事業を再開し、生活に必要な物資を社会に供給する重要な役割があります。 

 

東京都では、前回の被害想定（平成２４年４月公表）から約１０年の間に住宅の

耐震化や不燃化対策などの取り組みが進展した一方、高齢化の進行や単身世帯の

増加など、社会構造も変化したことから、変化や最新の知見等を取り入れ、令和４

年５月に新しい被害想定を公表しました。また、それに伴い東京都地域防災計画

（震災編）も令和５年５月に修正されました。 

事業者は、その社会的責任を自覚し、震災の防止、震災後の生活の安定及び都市

の復興を図るため、「事業所防災計画」を作成しましょう。 

 
建物の用途に応じて義務となる制度をチェックし、消防計画作成の参考にしてください。 
各制度、該当するか否かはテナントごとではなく、建物全体の規模で判断します。 

※    は特定用途、    は非特定用途です 

※ 青字の内容は、平成２８年４月１日に施行されました。「小特対象物」とは、消防法施行規則第１３条第１項第２号に定める「小規模特定用途

複合防火対象物」のことで、特定用途の複合用途防火対象物のうち、特定用途に供される部分の床面積の合計が延べ面積の１０％以下かつ３００

㎡未満のものをいいます。 

※ (16 の３)項 準地下街については、管理権原が分かれる場合、統括防火管理者の選任が義務付けられます。(他の制度は非該当) 

建物全体の用途 
（消防法施行令別表第一） 

チ
ェ
ッ
ク
欄 

 
防火管理者 

（ 法 第 8 条 、 

条例第 55 条の

3） 

統括防火管理者 
（法第 8 条の 2） 

防災管理者 

[統括防災管理者] 

自衛消防組織 
（法第 8 条の 2 の５、36 条） 

防火管理技能者 
（条例第 55 条の 3 の 2） 

防災 
センター 
要員 

（条例第 55 条 

の 2 の 3） 

自衛消防活動中核要員 
（条例第 55 条の 5） 

□ □ □ □ □ □ □ □ 

(1)項 
ｲ 劇場、映画館等 □ 

収容人員 
30 人以上 

 

管理権原が分かれ

るもので、3 階以

上で 30 人以上 

・11 階以上で 1 万㎡以上 

・5 階以上 10 階以下で 2 万㎡以上  

・4 階以下で 5 万㎡以上 
[管理権原が分かれる場合は統括
防災管理者が必要] 

・11 階以上で 1 万㎡以上 

・5 階以上で 2 万㎡以上 

・5 万㎡以上 

高
層
建
築
物
で

2
万
㎡
以
上 

1 万㎡以上又は 
2 千人以上 ﾛ 公会堂、集会場 □ 

(2)項 

ｲ キャバレー、カフェー □ 

3 千㎡以上で 
3 百人以上 

ﾛ 遊技場、ダンスホール □ 

ﾊ 風俗関連店舗 □ 

ﾆ カラオケボックス等 □ 

(3)項 
ｲ 待合、料理店 □ 

ﾛ 飲食店 □ 

(4)項 物品販売店舗 □ 5 千㎡以上 

(5)項 

ｲ 旅館、ホテル □ 3 千㎡以上 

ﾛ 共同住宅、寄宿舎 □ 
収容人員 

50 人以上 
 

 ・15 階以上で 3 万㎡以上  

・11 階以上で 1 万㎡以上

のうち防災センターが設置

されているもの 
・５万㎡以上 

・15 階以上で 

3 万㎡以上 

・5 万㎡以上 

 

(6)項 

ｲ 病院、診療所 □ 
収容人員 

30 人以上 

管理権原が分かれる 

もので、3 階以上で 

30 人以上 

・11 階以上で 1 万㎡以上 

・5 階以上 10 階以下で 2 万㎡以上  

・4 階以下で 5 万㎡以上 
[管理権原が分かれる場合は統括
防災管理者が必要] 

・１１階以上で 1 万㎡以上 

・5 階以上で 2 万㎡以上 

・5 万㎡以上 

高
層
建
築
物
で

2
万
㎡
以
上 

1 万㎡以上で 
5 百人以上 

ﾛ 
社会福祉施設 

（避難困難施設） 
□ 

収容人員 
10 人以上 

管理権原が分かれ

るもので、3 階以

上で 10 人以上 

 

 

ﾊ その他の社会福祉施設 □ 
収容人員 

30 人以上 

管理権原が分かれ

るもので、3 階以

上で 30 人以上 ﾆ 幼稚園、特別支援学校 □ 

(7)項 学校 □ 
収容人員 

50 人以上 
  

・15 階以上で 3 万㎡以上  

・11 階以上で 1 万㎡以上

のうち防災センターが設置

されているもの 
・５万㎡以上 

・15 階以上で 

3 万㎡以上 

・5 万㎡以上 (8)項 図書館、博物館 □ 

(9)項 
ｲ 蒸気浴場、熱気浴場 □ 

収容人員 
30 人以上 

管理権原が分かれ

るもので、3 階以

上で 30 人以上 

・11 階以上で 1 万㎡以上 

・5 階以上で 2 万㎡以上 

・5 万㎡以上 

ﾛ 公衆浴場 □ 

収容人員 
50 人以上 

 
条例に定めるもの 

・地階に乗降場を有 

する停車場 

・収容台数 50 台以 

 上の屋内駐車場 

 

・15 階以上で 3 万㎡以上  

・11 階以上で 1 万㎡以上

のうち防災センターが設置

されているもの 
・５万㎡以上 

・15 階以上で 

3 万㎡以上 

・5 万㎡以上 

(10)項 停車場 □ 

(11)項 神社、寺院、教会 □ 

(12)項 
ｲ 工場、作業場 □ 

5 千㎡以上 
ﾛ スタジオ □ 

(13)項 
ｲ 車庫、駐車場 □ 1 万㎡以上 

ﾛ 航空機格納庫 □ 
 

 

(14)項 倉庫 □ 

(15)項 事務所等 □ 

・11 階以上で 1 万㎡以上 

・5 階以上 10 階以下で 2 万㎡以上  

・4 階以下で 5 万㎡以上 
[管理権原が分かれる場合は統括
防災管理者が必要] 

3 万㎡以上 

(16)項 

ｲ 
複合用途 

（特定用途含む） 
□ 

収容人員 
30 人以上 

((6)項ロが含まれる 

場合は 10 人以上) 

管理権原が分かれ

るもので、3 階以

上で 30 人以上

（(6)項ロが含まれ

る場合は、10 人以

上） 

・11 階以上で 1 万㎡以上 

・5 階以上 10 階以下で 2 万㎡以上  

・4 階以下で 5 万㎡以上 
[管理権原が分かれる場合は統括
防災管理者が必要] 

 

※対象用途の存する最上階及び
対象用途部分の床面積の合計
で算定する。 

・11 階以上で 1 万㎡以上 

・5 階以上で 2 万㎡以上 

・5 万㎡以上 
 

      

高
層
建
築
物
で

(5)
項
ロ
部
分
を
除

き

2
万
㎡
以
上 

それぞれの用途で該当する部分
が存するもの又は(5)項ロ部分を
除き 1 万㎡以上 
 

 
 

ﾛ 
複合用途 

（非特定用途のみ） 
□ 

収容人員 
50 人以上 

管理権原が分かれ

るもので、5 階以

上で 50 人以上 

・15 階以上で 3 万㎡以上  

・11 階以上で 1 万㎡以上

のうち防災センターが設置

されているもの 

・５万㎡以上 

・15 階以上で 

3 万㎡以上 

・5 万㎡以上 

(12)項、(13)項イ又は(15)項の
部分で該当する部分が存するも
の又は(5)項ロ部分を除き 3 万㎡
以上 

(16 の 2)項 地下街 □ 

収容人員 
30 人以上 

((6)項ロが含まれる 

場合は 10 人以上) 

管理権原が分かれるもの 

１千㎡以上 
[管理権原が分かれる場合は統括
防災管理者が必要] 

1 万㎡以上 1 千㎡以上 3 千㎡以上 

(17)項 文化財 □ 
収容人員 

50 人以上 
高層建築物で管理権原
が分かれるもの 

・11 階以上で 1 万㎡以上 

・5 階以上 10 階以下で 2 万㎡以上  

・4 階以下で 5 万㎡以上 
[管理権原が分かれる場合は統括
防災管理者が必要] 

5 万㎡以上 

高
層
建
築
物
で 

2
万
㎡
以
上 

 

その他(危険物施設等) □ 

・外タン又は内貯 
で 1000 倍以上 

・指定可燃物で 
1500 ㎡以上 

   
・外タン又は内貯で 1000 倍以上 

・指定可燃物で 1500 ㎡以上 

防火・防災管理制度チェック表 

ただし、小特対象物を除く。 

小特対象物は、(16)項口の基準と同じ。 

 

ただし、小特対象物を除く。 
小特対象物は、(16)項口の基準と
同じ。 

 

高
層
建
築
物
（
高
さ
31
ｍ
を
超
え
る
建
築
物
）
で
管
理
権
原
が
分
か
れ
る
も
の




